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匝瑳市地域おこし協力隊員募集要項 

 

１　募集の目的 

　　匝瑳市は、九十九里浜や里山風景、歴史ある町並み、農水産物などの豊かな

地域資源に恵まれていますが、観光客数の伸び悩みや情報発信力の不足、地域

資源の活用体制の強化が課題となっています。 

　　このため、地域外の視点と発想を持つ人材を受け入れ、地域資源の掘り起こ

し、観光コンテンツの造成、情報発信の強化、交流・関係人口の創出を図り、

地域の活性化に繋げることを目的として、地域おこし協力隊員を募集します。 

 

２　匝瑳市の概況 

匝瑳市は、千葉県の北東部に位置し、東京都心から約７０キロメートル、千

葉市から約４０キロメートル、成田国際空港からは約２０キロメートルの距離

にあります。 

面積は１０１．４８平方キロメートルであり、東は旭市、西は山武郡横芝光

町、北は香取市及び香取郡多古町に接し、南は太平洋に面しています。 

人口は、令和８年３月末で３２，５０８人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市の北部は、谷津田が入り組んだ複雑な地形の台地部となっており、里山の

自然が多く残されています。東部は干潟八万石の水田、南部には植木畑が広が

る田園地帯となっており、南端には九十九里海岸が続いています。 
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基幹産業は農業であり、水稲を中心に、施設野菜や露地野菜をはじめとする

園芸作物や、植木、花きの栽培、酪農・養鶏・養豚等の多様な営農が展開され

ています。 

 

また、本市は、豊かな自然や歴史に根差した多様な地域資源を有していま

す。国指定の重要文化財である講堂や総門、鐘楼、鼓楼を有し、境内全域が県

の史跡に指定されている「飯高檀林跡」等の文化施設、「ふれあいパーク八日

市場」や「そうさ観光物産センター匝りの里」等の交流施設、八重垣神社祇園

祭をはじめとする祭礼や地域行事、サーフィンなどのマリンスポーツが盛んな

九十九里浜等が挙げられます。 

市では、このような地域資源の積極活用のため、地域の魅力発信や観光コン

テンツの充実を通じて、交流人口・関係人口の増加に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飯高檀林跡

八重垣神社祇園祭
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３　活動内容 

匝瑳市観光協会事務局員として、以下の活動を行うこととします。 

（１）　観光コンテンツの企画・造成 

　　・海・農業・里山などを活用した体験型観光の企画 

　　・サーフィン体験、農業体験、自然体験等のプログラム開発 

　　・まち歩きや地域文化体験の企画 

（２）　観光スポット、特産品及びグルメや店舗、イベント等の案内 

　　・SNSや動画等を積極的に活用した情報発信 

　　・観光PR素材の制作 

　　・メディア、旅行会社等との連携 

（３）　地域事業者との連携 

　　・飲食店、農家、事業者との観光連携 

　　・新しい観光商品の開発 

　　・観光ネットワークの構築 

（４）　その他 

　　・観光振興に関する調査・企画 

　　・地域活動への参加 

　　・その他市長が必要と認める活動 

 

４　応募条件 

応募に当たり、次に掲げる条件を全て満たす必要があります。 

（１）　地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条に規定する欠格

条項に該当しない者であること。 

（２）　次のいずれかの要件に該当する者であること。 

ア　隊員の委嘱を受ける前において、別表左欄に掲げる転出地に住所を有

し、かつ、当該住所に生活の拠点を置いている者で、隊員の委嘱を受け

た後において、直ちに別表左欄に掲げる転出地の区分に応じ、同表右欄

に定める転入地に住民票を異動し、かつ、当該住民票に記載された住所

に生活の拠点を置くことができる者 

イ　他の市町村において、隊員であった者（同一地域において２年以上隊
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員として活動し、かつ、解嘱から１年以内の者に限る。） 

ウ　語学指導等を行う外国青年招致事業（以下「ＪＥＴプログラム」とい

う。）の終了者（２年以上ＪＥＴプログラム参加者として活動し、か

つ、ＪＥＴプログラム終了から１年以内の者に限る。） 

（３）　委嘱される前の１年間に市内に住所を定めておらず、委嘱された後、

直ちに市内に住所を定める意思のある者 

（４）　心身ともに健康で、地域の活性化に意欲と情熱を有し、住民と協力し

て誠実かつ積極的に活動できる者 

（５）　普通自動車免許を有している又は委嘱までに取得する見込みのある者 

（６）　Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ等のパソコン作業及びＳＮＳ等を用いる情報発

信に必要な一般的な操作ができること。 

 

５　勤務条件・福利厚生 

 待　　遇 内　　　容

 （１）　募集人数 １名

 （２）　任用形態 匝瑳市地域おこし協力隊設置要綱（令和４年匝瑳市告示

第７３号）に基づき、匝瑳市長が委嘱します。 

※匝瑳市との雇用関係はありません。

 （３）　委嘱期間 委嘱の日から令和９年３月３１日まで 

・年度途中に委嘱があった場合も、委嘱期間は令和９年

３月３１日までとなります。 

・活動状況や実績等を勘案の上、委嘱期間の延長（最長

３年まで）があります。

 （４）　報償費 月額２９１，０００円 

ただし、活動日数が特別な事由がなく月２０日に満たな

いときは、１日当たり１４，５５０円の日割り計算によ

り支給するものとします。 

なお、支給時に所得税として税率10.21%が控除されま

す。



5

 （５）　勤務時間 月１６０時間 

・１日あたり７時間４５分、月２０日間活動を想定。

 （６）　住居 下記（８）のとおり、隊員自身で確保していただきま

す。

 （７）　福利厚生 市と雇用契約を結ばないため、健康保険や国民年金は各

自の負担となります。

 （８）　活動に要する 

費用

隊員の活動や研修に関する費用について、匝瑳市地域お

こし協力隊活動補助金交付要綱（令和４年匝瑳市告示第

７４号）に基づき、予算の範囲内で補助します。 

①交通費 

車両借上料及び燃料費又は運賃に相当する額につい

て、月額４０，０００円（借上料を除く場合は、 

１５，０００円）を限度に市が補助します。 

②家賃 

住居は隊員自身で確保していただきますが、月額 

５０，０００円を限度に市が家賃を補助します。 

なお、敷金・礼金・共益費、光熱水費等について

は、隊員の自己負担となります。 

③通信費 

活動に使用するパソコンや携帯電話は隊員自身で用

意していただきます。なお、通信費として月額 

５，０００円を限度に市が補助します。 

④その他の活動費 

　　活動に必要な費用は市の補助を受けられる場合があ

ります。

 （９）　兼業 任務終了後の定住を目的とする場合、地域おこし協力隊

の活動に支障のない範囲内で兼業が可能です。

 （10）　市の支援 市は隊員に対し、次に掲げる支援を行います。 

①　年間活動計画の作成支援 
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６　応募・選考 

（１）　応募 

「匝瑳市地域おこし協力隊員応募用紙」に必要事項を記入の上、提出書類を

添えて郵送又は持参により提出してください。 

① 　受付期間 

令和８年４月１５日（水）から５月１５日（金）まで 

※郵送の場合、受付期間最終日の必着とします。 

②　提出先 

〒２８９－２１９８　千葉県匝瑳市八日市場ハ７９３番地２ 

匝瑳市役所 商工観光課 商工観光班 

③　提出書類 

ア　匝瑳市地域おこし協力隊員応募用紙 

　・匝瑳市ホームページからダウンロードしてください。 

イ　「４　応募条件　(２)」に該当することを確認するための書類 

・　上記 アに該当する者は、住民票抄本（個人） 

・　上記 イに該当する者は、地域おこし協力隊員委嘱書等の写し 

　・　上記 ウに該当する者は、ＪＥＴ絆大使任命書の写し 

ウ　普通自動車運転免許証の写し 

（２）　選考方法 

一次審査（書類選考）及び二次審査（面接選考）によって行います。 

　①　一次審査（書類選考） 

　　提出された書類を審査し、選考結果を応募者全員に通知します。 

　②　二次審査（面接選考） 

　　　　一次審査を合格した方に対して、匝瑳市内で個人面接を行います。 

 ②　活動に関する総合調整 

③　活動の取組状況及び成果等の情報発信 

④　活動に必要な用具等の確保についての支援 

⑤　地域に定着するための生活支援 

⑥　その他、協力隊事業を推進するために必要な支援
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面接日は、６月１２日（金）を予定しています。 

場所やその他詳細については、一次審査合格者に通知します。 

　　合否については、二次審査を受けた方の全員に対して通知します。 

　④　その他 

　　スケジュールが変更となる可能性がありますので、あらかじめご了承く

ださい。 

 

７　質問等 

募集に関する質問は、電子メールにて受け付けます。（様式自由） 

※お電話での質問は受け付けませんのでご留意ください。 

匝瑳市役所 商工観光課 商工観光班 

　　　電子メール：s-shoko@city.sosa.lg.jp

mailto:s-shoko@city.sosa.lg.jp


8

別表 

備考 

１　三大都市圏とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、

三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。ただし、

平成１７年から平成２７年までの人口減少率が１１パーセント以上の市町村

を除く。 

２　都市地域とは、条件不利地域に該当しない市町村をいう。 

３　指定都市とは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９

第１項の規定により、政令で指定される人口５０万人以上の市をいう。 

４　条件不利地域とは、次に掲げる区域を有する市町村をいう。 

（１）　過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第１

９号）第２条第１項の規定による過疎地域、同法施行令附則第３条第１項の

規定による特定市町村及び特別特定市町村、同法施行令附則第４条第１項の

規定により特定市町村及び特別特定市町村とみなされる区域 

（２）　山村振興法（昭和４０年法律第６４号）第７条第１項に規定する振興

山村 

（３）　離島振興法（昭和２８年法律第７２号）第２条第１項に規定する離島

振興対策実施地域 

（４）　半島振興法（昭和６０年法律第６３号）第２条第１項に規定する半島

振興対策実施地域 

（５）　奄美群島振興開発特別措置法（昭和２９年法律第１８９号）第１条に

規定する奄美群島 

 転出地 転入地

 三大都市圏内の都市地域 本市の全地域

 指定都市(条件不利区域を除く。)

 三大都市圏内の一部条件不利地域のう

ち条件不利区域以外の区域

 三大都市圏外の都市地域 本市の条件不利区域 

(旧野栄町の区域)  三大都市圏外の一部条件不利地域のう

ち条件不利区域以外の区域
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（６）　小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和４４年法律第７９号）第４条第

１項に規定する小笠原諸島 

（７）　沖縄振興特別措置法（平成１４年法律第１４号）第３条第１号に規定

する沖縄 

５　全部条件不利地域とは、条件不利地域のうち過疎地域に該当する市町村

（一部過疎除く）、上記⑸から⑺の対象地域・指定地域に該当する市町村、

その区域の全域が振興山村、離島振興対策実施地域又は半島振興対策実施地

域に該当する市町村をいう。 

６　一部条件不利地域とは、条件不利地域のうち、全部条件不利地域以外の市

町村をいう。 

７　条件不利区域とは、一部条件不利地域のうち、過疎地域とみなされる区

域、振興山村、離島振興対策実施地域又は半島振興対策実施地域をいう


